○年○○月○○日
エプソン商事株式会社
　○○○○　様
東京都千代田区霞ヶ関Ｘ－Ｘ－Ｘ
山田一郎会計事務所　　
税理士　山田　一郎
中小企業を対象とした公的助成施策のご利用のお勧め
拝啓　貴社いよいよご盛栄のこととお喜び申し上げます。
　さて、国や地方公共団体等は中小企業を対象にさまざまな助成を実施しています。このようなサービスは民間に比べると企業にとって有利なものがたくさんあります。主なサービスをリストアップしてみましたが、利用できるものがあれば是非利用すべきです。
（１）経営改善普及事業
　　　経営・金融・労働・海外進出・Ｐ／Ｌなどについてコンサルタント、巡回指導等を
　　　受けることができます。
（２）中小企業者のための低利な金融
　　　政府系金融機関（中小企業金融公庫、国民金融公庫など）による融資制度や、県・
　　　町等による中小企業融資制度資金、中小企業設備近代化資金、中小企業高度化資金
　　　等。これらの中には無担保・無保証人で利用できるものもあります。
（３）共済制度
　　　小規模企業経営者のための退職金制度として小規模企業共済、従業員のための退職
　　　金制度として中小企業退職金共済、取引先の倒産に備えての中小企業倒産防止共済
　　　など。
（４）中小企業設備貸与制度
　　　中小企業が設備近代化する場合に、県などが企業に代って設備を購入し、これをリ
　　　ースする等の制度。
（５）中小企業者を対象とした優遇税制
　　　中小企業者の機械の特別償却や、電子機器利用設備を購入・リースした場合のいわ
　　　ゆるメカトロ税制等税負担の軽減措置。
　上記以外にもさまざまな助成制度がございます。当事務所では助成制度に関する資料を取りそろえておりますので、お気軽にご相談ください。これら助成制度の概要は、当事務所のホームページでもご覧いただけます。疑問点などをお持ちの場合は、ご来所いただければていねいにご説明いたします。電話・FAXおよびＥ－ｍａｉｌでも受け付けております。どうぞご遠慮なくご利用くださいますようご案内申し上げます。
敬　具　
